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一般国道１６９号下北山村上池原の崩土災害について 

国の権限代行による災害復旧事業として着手されます 

 

 

令和６年３月２７日、国土交通省より、一般国道１６９号下北山村上池

原の崩土災害について、本格復旧については、高度な技術力を要すること

から、道路法第１３条第３項の規定に基づき、国の権限代行による災害復

旧事業として実施することが発表されました。 

このことについて知事コメントを発表します。 

 

＜資料１＞ 知事コメント 

＜資料２＞ 奈良県における支援体制 

＜参 考＞ 国土交通省近畿地方整備局報道資料 

       「国道１６９号奈良県下北山村上池原の崩土災害について

国の権限代行による災害復旧事業に着手」(抜粋) 

          （令和６年３月２７日公表） 

URL 

https://www.kkr.mlit.go.jp/news/road/topics/2023/kokudou169gou.html 

 

 



 

一般国道169号下北山村上池原の崩土災害における 

国の権限代行による災害復旧事業の着手について 

 

知事コメント 

 

本日、国土交通省より、一般国道169号下北山村上池原の崩土災害につい

て、本格復旧については、高度な技術力を要することから、道路法第１３条第３

項の規定に基づき、国の権限代行による災害復旧事業として実施することが決

まりました。 

 

一般国道169号は、京奈和自動車道、一般国道168号五條新宮道路と一体と

なって「紀伊半島アンカールート」を構成し、地域の生活や救急医療を支える

「命の道」として、紀伊半島全体の防災機能を向上させるとともに、本県南部地

域の「地方創生」・「国土強靭化」を推進していく上で、必要不可欠な道路です。 

しかしながら、昨年12月23日に発生した下北山村上池原での土砂崩落にお

いては、大切な人命が奪われる事態となりました。 

 

本県において、これまで一日も早く復旧できるように取り組んでいるところで

すが、今なお、地域住民の方々のみならず、県南部地域に深刻な影響を及ぼし

ている状況です。 

 

本格復旧にあたり、有識者などの意見を踏まえて復旧工法等について検討

を進めてきましたが、被災箇所での調査結果により、被災箇所周辺に深層崩壊

危険流域が確認されたため、技術的にも大変難しい状況と判断しました。 

 

県では、こうした技術的に困難な災害復旧の経験がなく、高度な技術力を有

する国のご支援が必要と考え、権限代行による本格復旧の要望をしておりまし

た。 

この度、国土交通省におかれては、本県に対し格段の配慮がなされたこと、

誠に感謝申し上げる次第です。 

 

今後は、国の権限代行により、本格復旧の検討に必要な詳細な調査を行っ

て頂けること、また、本格復旧案の早期決定に大きく期待しております。 

本県としては、国土交通省と連携し、災害復旧事業への協力を積極的に進

めていき、本格復旧案の早期決定に向けて取り組んでまいります。 



国道169号下北⼭村上池原災害復旧事業 奈良県PT組織体系図

【プロジェクトリーダー】
奈良県県⼟マネジメント部

次⻑(技術)

【復旧案検討⽀援】
リーダー ︓道路マネジメント課 課⻑
メンバー︓道路マネジメント課 課⻑補佐

(道路環境向上)
道路建設課 課⻑
道路建設課 課⻑補佐(道路政策)

(取組内容)
・プロジェクトの連絡調整
・国道169号下北⼭村上池原地区防災対策
検討委員会の事務局
・現地調査支援

【工事・用地支援】
リーダー ︓道路建設課 課⻑
メンバー︓道路建設課 課⻑補佐(事業調整)

吉野⼟⽊事務所⻑
計画調整課⻑
⼯務第⼆課⻑
用地･管理課⻑

(取組内容)
・地元調整支援
・用地取得支援
・⼯事進捗管理⽀援



 
令和６年３月２７日１４時００分 

近 畿 地 方 整 備 局 道 路 部  

 

国道１６９号奈良県 下北山村
し も き た や ま む ら

上池原
か み い け は ら

の崩土災害について 

国の権限代行による災害復旧事業に着手 
 

○国道１６９号奈良県吉野
よ し の

郡下北山村
し も き た や ま む ら

上池原
か み い け は ら

において、令和５年１２月

に崩土被害が発生し、全面通行止めを行っており、奈良県において、

応急復旧を実施中ですが、奈良県から国に対し、権限代行による本

格復旧の要望があったところです。 
 

○これを受け、国道１６９号の本格復旧については、高度な技術力を要

することから、道路法第１３条第３項の規定に基づき、国の権限代行

による災害復旧事業として実施することといたしました。 
 

【直轄代行の概要】 

国道１６９号 奈良県吉野
よ し の

郡下北山村
し も き た や ま む ら

前鬼
ぜ ん き

～上池原
か み い け は ら

（本格復旧の実施）  
 

（参考）国道１６９号下北山村上池原地区防災対策検討委員会 

https://www.pref.nara.jp/65962.htm 

 

 
＜取扱い＞   
 

 

 
＜配布場所＞近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、奈良県政・経済記者クラブ 
 

 

 
＜問合せ先＞  国土交通省   近畿地方整備局   道路計画第一課 

                      課  長          松原
まつばら

朋
とも

弘
ひろ

  （内線４２１１） 

課長補佐        中村
なかむら

幸一郎
こういちろう

 （内線４２１６） 

直通電話 06-6941-7435 
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国道169号 （下北山村前鬼～上池原）の概要
■ 被災状況（写真）

令和5年12月23日に崩壊

ゆるみブロック

ゆるみ
ブロック

開口亀裂被災地頭部地質状況

モルタル吹付の亀裂・開口

被災直後（12/24時点） 被災直後（12/23時点）

撮影日：令和5年12月24日

- 被災の概要 -
・ 被災車両①

（１名死亡）
・ 被災車両②

（１名重傷）

■ 被災箇所と権限代行区間

国道169号

（下北山村前鬼～上池原）

【災害復旧権限代行】

しもきたやまむら ぜんき かみいけはら

しもきたやまむら ぜんき かみいけはら
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国道169号

(下北山村上池原)

【被災箇所】

しもきたやまむら かみいけはら



 

【参考】 

道路法 権限代行の根拠法 

 

道路法  

第十三条 （国道の維持、修繕その他の管理）  

３ 国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使

用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の

境界に係る場合においては、都道府県に代つて自ら指定区間外の国道の

災害復旧に関する工事を行うことができる。この場合においては、国土

交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならな

い。 
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